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四
面
を
海
に
囲
ま
れ
た
海
洋
国
家
で
あ
る
我
が
国
に
と
っ
て
、
海
運
・
造
船
を
は
じ
め
と
す

る
海
事
産
業
の
果
た
し
て
い
る
役
割
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
安
定
的
な
海
上
輸
送
を
担
う
海

運
業
は
、
我
が
国
の
経
済
や
国
民
の
暮
ら
し
を
支
え
、
海
運
に
船
舶
を
供
給
す
る
造
船
業
・
舶

用
工
業
は
、
裾
野
の
広
い
労
働
集
約
型
産
業
と
し
て
、
地
域
の
経
済
・
雇
用
に
大
き
く
貢
献
し

て
い
る
。
さ
ら
に
、
海
事
産
業
は
、
経
済
安
全
保
障
や
海
洋
秩
序
維
持
に
も
密
接
に
関
連
し
て

お
り
、
我
が
国
の
存
立
に
と
っ
て
不
可
欠
な
存
在
で
あ
る
。
強
い
経
済
、
地
方
創
生
に
寄
与
し

て
い
く
こ
と
こ
そ
が
、
海
事
産
業
に
課
せ
ら
れ
た
大
き
な
使
命
と
言
え
る
。

　
他
方
、
昨
今
の
海
運
や
造
船
を
取
り
巻
く
状
況
に
目
を
向
け
る
と
、
外
航
海
運
に
お
い
て
は
、

引
き
続
き
、
安
定
的
な
国
際
海
上
輸
送
の
確
保
や
国
際
競
争
力
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

国
内
海
運
に
お
い
て
は
、
輸
送
量
の
減
少
、
人
口
減
少
・
少
子
高
齢
化
な
ど
の
影
響
も
受
け
て

い

る
こ
と
な
ど
か
ら
、
各
企
業
は
厳
し
い
経
営
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
。
併
せ
て
、
I
C
T
の

取
り
入
れ
に
よ
る
海
事
生
産
性
革
命
の
推
進
、
自
動
運
航
船
の
実
現
、
S
O
X
規
制
へ
の
対
応
、

船
舶
の
安
全
・
環
境
に
配
慮
し
た
国
際
的
な
船
舶
リ
サ
イ
ク
ル
の
た
め
の
取
組
み
等
が
求
め
ら

れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
中
、
海
事
産
業
を
支
え
る
税
制
に
つ
い
て
も
、
今
年
度
末
に
適
用
期
限

を
迎
え
る
も
の
に
つ
い
て
、
着
実
な
措
置
を
講
じ
、
海
事
産
業
の
一
層
の
発
展
の
た
め
に
全
力

で
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
こ
う
し
た
理
由
に
よ
り
、
°
海
運
・
造
船
対
策
特
別
委
員
会
及
び
海
事
立
国
推
進
議
員
連
盟
は
、

海
事
産
業
を
支
え
る
税
制
措
置
の
重
要
性
を
再
確
認
し
、
こ
こ
に
次
の
事
項
を
緊
急
に
決
議
す

る
。

．
安
定
的
な
国
際
海
上
輸
送
の
確
保
上
重
要
な
外
航
目
本
籍
船
で
あ
る
国
際
船
舶
の
保
有
を

促
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
際
船
舶
に
係
る
登
録
免
許
税
及
び
固
定
資

産
税
の
特
例
措
置
を
延
長
等
す
る
。

二
．
軽
油
引
取
税
の
課
税
に
よ
り
内
航
船
舶
運
航
事
業
者
等
に
お
け
る
費
用
の
負
担
増
加
と
な

れ
ば
、
太
宗
を
占
め
る
中
小
零
細
事
業
者
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
、
安
定
的
な
国
内
海
上
輸

送
の
確
保
が
困
難
と
な
る
こ
と
等
か
ら
、
船
舶
の
動
力
源
に
使
用
さ
れ
る
軽
油
に
係
る
軽
油

引
取
税
の
課
税
免
除
の
特
例
措
置
を
延
長
す
る
。
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